
                                                        事 務 連 絡 

                                                        平成２３年３月３１日 

   

  

  附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課 

  各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課   

  各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 総 務 課 

  構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 

 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

 

  

                                    文部科学省高等教育局私学部私学行政課 

                                    文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

 

 

新型インフルエンザ（A/H1N1）に係る季節性インフルエンザ対策への移行について 

 

 厚生労働省から、今般の新型インフルエンザ（A/H1N1）について、平成２３年３月３１日を

もって、「新型インフルエンザ等感染症」でなくなった旨の公表が行われ、同日付けで厚生労働

省から各都道府県衛生主管部局に事務連絡が発出されました（別紙）。 

 ついては、特に下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。 

また、これらのことについて、都道府県教育委員会及び都道府県私立学校主管課におかれて

は、域内の市区町村教育委員会、所管の学校（専修学校・各種学校を含む）に対しても、それ

ぞれ周知されるようお願いします。 

 

記 

 

１ これまで、「新型インフルエンザ（A/H1N1）」は、学校保健安全法施行規則第１８条第２項

の「新型インフルエンザ等感染症」として、第一種の感染症とみなしていたが、４月１日以

降、第二種の感染症である「インフルエンザ」となること。このため、出席停止の期間につ

いて、「治癒するまで」から「解熱した後二日を経過するまで」となること。 

 

２  学校の設置者は、児童生徒等の出席停止及び学校の臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、休校）

を行った場合は、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１８条及び学校保健安全法

施行令（昭和３３年政令第１７４号）第５条の規定に基づき、引き続き速やかに保健所に連

絡すること。 
  

 【本件連絡先】 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○学校保健・その他 

スポーツ・青少年局学校健康教育課保健指導係（内2918） 

○国立大学附属学校 

高等教育局大学振興課教員養成企画室教育大学係（内2909） 

○私立学校 

高等教育局私学部私学行政課法規係（内2532） 

○専修学校・各種学校 

生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校第一係（内2939） 

 

御中 



事 務 連 絡 

                                                       平成 23 年３月 31 日 

都道府県 

各  保健所設置市   衛生主管部局 御中 

  特別区  

 

              厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局 

 

 

新型インフルエンザ（A/H1N1）に係る季節性インフルエンザ対策への移行について 

 

 

 新型インフルエンザ（A/H1N1）対策については、多大なご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

  今般の新型インフルエンザ（A/H1N1）については、平成 23 年３月 31 日をもって、感

染症法第 44 条の２第３項の規定に基づき、「新型インフルエンザ等感染症」でなくなっ

た旨の厚生労働大臣による公表（別添１）を行いましたのでご連絡いたします。 

また、「新型インフルエンザ（A/H1N1）に係る季節性インフルエンザ対策への移行に

ついて（事前の情報提供）」（平成 23 年３月 18 日付け厚生労働省新型インフルエンザ

対策推進本部事務局事務連絡）でご連絡した通り、厚生労働省としては、平成 23 年４月

１日以降、「インフルエンザ（H1N1）2009」という名称を使用することといたしますの

で、住民への広報において混乱なきようご対応をお願いいたします。 

 

 上記公表に伴い、これまでに発出した今般の新型インフルエンザに係る事務連絡の取

扱いについては、下記の通りといたしますのでご確認をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．事務連絡の取扱いについて 

(１) 今般の新型インフルエンザ（A/H1N1）に関して、平成 21 年４月 28 日から平成 23

年３月 30 日の間に「厚生労働省新型インフルエンザ対策本部事務局」より発出され

た事務連絡については、廃止とする。 

 

(２) ただし、「政府において備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の都道府県への放出

手順について」（平成 21 年７月９日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本

部事務連絡）については、別添２のとおり、引き続き有効である。 

 

charasna
テキストボックス
別紙



２．サーベイランスについて 

平成 23 年４月１日以降のサーベイランス体制につきましては、別途、「インフル

エンザに係るサーベイランスについて」（平成 23 年３月 31 日付け健感発 0331 第１

号健康局結核感染症課長通知）において示しておりますので、参照されたい。 
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新型インフルエンザ（A/H1N1）に係る 

季節性インフルエンザ対策への移行について 

 

【今シーズンの状況と季節性インフルエンザ対策への移行について】 

 

今般の新型インフルエンザ（A/H1N1）については、昨年３月 31 日に、最初

の流行（いわゆる「第一波」）は沈静化したとの発表をいたしましたが、その

後も、再流行の可能性は続いていることなどを踏まえ、引き続き、重症患者増

加の可能性等を踏まえた医療体制の構築や、感染予防の呼びかけ等に努めると

ともに、新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン接種事業やサーベイランスを

継続して実施し、その流行状況等を注視してまいりました。 

 

新型インフルエンザ（A/H1N1）の今シーズン（2010/2011 シーズン）の流行

状況については、12 月半ばに流行入りした後、１月末には流行のピークを迎え、

現在は流行がほぼ治まった状況となっております。今シーズンの流行状況を注

視してきたところ、お亡くなりになった方や重症患者の方が昨シーズンに比べ

て高い年齢層に移ってきているほか、新型インフルエンザ（A/H1N1）のウイル

スに加え、A 香港型や B 型のウイルスも検出されているなど、季節性インフル

エンザと異なる大きな流行等の特別の事情は確認されませんでした。 

 

このような状況を踏まえ、本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律第 44 条の２第３項の規定に基づき、今般の新型インフルエン

ザ（A/H1N1）について、「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなっ

たことを公表いたします。これにより、今般の新型インフルエンザ（A/H1N1）

については、通常の季節性インフルエンザとして取扱い、その対策も通常のイ

ンフルエンザ対策に移行します。また、明日４月１日以降、その名称について

は、「インフルエンザ（ H 1 N 1
エイチイチエヌイチ

）2 0 0 9
ニセンキュウ

」とすることといたしました。 

 

これまでの間、医療機関や都道府県・市町村のご担当者の皆様をはじめ、多

くの関係者や国民の皆様のご理解・ご協力のもと、今般の新型インフルエンザ

（A/H1N1）の対策に取り組んでまいりました。医療現場で献身的にご努力いた

だいた医療関係者の皆様や、手洗い・咳エチケットなど日常的な感染防止に取

り組んでいただいた国民の皆様方はじめ、多くの方々に、改めて感謝を申し上

げます。 

別添１ 
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【今後に向けて】 

 

厚生労働省における新型インフルエンザ（A/H1N1）への対応については、こ

れまで、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部における体制強化のもと

取り組んでまいりましたが、新型インフルエンザ（A/H1N1）について、省全体

で緊急的かつ総合的に対処すべき事態は終息したことから、通常のインフルエ

ンザ対策として対応する体制に移行することといたします。 

 

 本日をもって、通常の季節性インフルエンザ対策に移行することになります

が、新型インフルエンザはいつ発生するか分からず、常にこれに備えておく必

要があります。このため、政府では、今般の新型インフルエンザ（A/H1N1）の

経験等を踏まえ、新型インフルエンザ対策行動計画の見直しに引き続き取り組

んでいくこととしています。 

 

また、季節性インフルエンザは、毎年冬に流行を繰り返し、国民の健康に対

して大きな影響を与えている我が国最大の感染症の一つであり、今後とも、感

染予防や医療の確保が重要です。国民の皆様におかれては、日頃から、手洗い、

咳エチケットなど感染防止への取組に努めていただきますようお願い申し上

げます。厚生労働省としては、サーベイランス体制を強化して、インフルエン

ザの発生・流行状況を注視し、関係者の皆様に正確な情報を迅速にお伝えする

ほか、インフルエンザ対策についての普及啓発等に引き続き取り組んでまいり

ます。 

 

今後とも、医療関係者、都道府県・市町村、国民の皆様のご理解・ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

平成２３年３月３１日 

厚生労働大臣 細川 律夫 

charasna
テキストボックス
（以下略）



【参考】 
 

○学校保健安全法施行規則（抜粋） 

（感染症の種類）  

第十八条  学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 

一  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブ

ルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイル

ス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）及び鳥インフルエンザ（病原体がインフルエ

ンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであつてその血清亜型がＨ五Ｎ一であるものに限

る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）」という。）  

二  第二種 インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）を除く。）、百日咳、麻しん、流

行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核  

（略） 

２  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （平成十年法律第百十四号）第六

条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、

前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。 

 

（出席停止の期間の基準）  

第十九条  令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとす

る。  

一  第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。  

二  第二種の感染症（結核を除く。）にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学

校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。  

イ  インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）

にあつては、解熱した後二日を経過するまで。 

 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抜粋） 

（定義）  

第六条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五

類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 

７  この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。  

一   新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原

体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないこ

とから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれがあると認められるものをいう。）  

 

（新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表）  

第四十四条の二  厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やか

に、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情

報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに

感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はその

まん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなけ

ればならない。  

２  前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。  

３  厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染

症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、

速やかに、その旨を公表しなければならない。 
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